[bookmark: _Hlk185501858]　　　恵那市こども食堂物価高騰対策応援補助金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、物価が高騰する経済社会情勢において、市内の子どもを対象に食事を提供する事業を行う個人又は団体に対し、臨時的な措置として経済的負担軽減を図ることを目的とし、恵那市こども食堂物価高騰対策応援補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、恵那市補助金等交付規則（平成16年恵那市規則第44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において、「こども食堂」とは、市内で主に18歳未満の子どもに対し、無料又は低額な料金で食事の提供を行う事業をいう。
　（補助対象事業）
第３条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は令和
７年10月１日から令和８年２月28日までに実施するこども食堂であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
　（１）食事の提供に当たり、必要な衛生管理を徹底していること。
　（２）異物混入、食物アレルギー、誤嚥、窒息その他の原因による事故の防
止に努めていること。
　（３）こども食堂の実施を事前に周知し、及び公表すること。
　（４）補助対象事業を行うに当たり、営利活動、政治活動及び宗教活動を行わ
ないこと。
　（補助対象者）
第４条　補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施する個人又は団体とする。
　（補助対象経費）
第５条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要する経費のうち別表第１に掲げる経費とする。
　（補助金の額）
第６条　補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
　（１）　補助対象経費の額（食事の提供の際に徴収した料金、寄付金その他の収入がある場合は当該収入の総額を控除した額）
　（２）　提供した食事数に250円を乗じて得た額
２　前項に規定する補助金の額は、10万円を上限とする。
　（実績報告）
第７条　規則第４条の規定による交付の決定を受けた者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和８年３月10日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　（１）　恵那市こども食堂物価高騰対策応援事業実施報告書（様式第１号）
　（２）　補助対象経費の支出に係る証拠書類
　（３）　こども食堂の実施を事前に周知したことが分かるもの
　（４）　各開催日における実施の様子が分かる写真
　（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、令和７年10月１日から施行する。
　（この告示の失効）
２　この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。













別表第１（第５条関係）
	項　目
	対　象　経　費

	需用費
	食材料費、事業実施に直接必要な消耗品費、光熱水費

	印刷製本費
	こども食堂の周知用印刷物の印刷に要する経費

	役務費
	通信費及び保険料

	使用料
	会場使用料




